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仕様書 

 

１ 業務名 

   大谷地変電所事務室清掃業務 

   

２ 履行期間 

  令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

 

３ 対象施設の概要 

（1） 所在地 

    札幌市厚別区大谷地東２丁目４－１ 

（2） しゅん功年月日 

     昭和５７年３月 

（3） 規模 

 大谷地変電所 

敷地面積 1,555.8 ㎡ 

規  模 地下１階地上２階塔屋１階 

構  造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

建築面積 644.902 ㎡ 

延床面積 1,933.350 ㎡ 

軒  高 19.220ｍ 

外  装 
外  壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、ｱｸﾘﾙ系ﾘｼﾝ吹付、化粧目地切 

開口部：ｱﾙﾐｻｯｼ一部開閉式、複層ｶﾞﾗｽ入、ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ 

内  装 

床  ：塩化ﾋﾞﾆﾙ系床ﾀｲﾙ 

壁  ：ﾋﾞﾆﾙ系ｸﾛｽ貼 

天井 ：吸音板、化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 
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（4）清掃対象延床面積 

ア 清掃面積 

 

イ 便器数量 

 

 

 

 

ア 1 階 供用ｽﾍﾟｰｽ 

 ｱ) 廊下 

ｲ）階段Ａ・Ｂ 

  ｳ) 男女便所 

  ｴ) 湯沸室 

  ｵ) 玄関、風除室Ａ・Ｂ 

  ｶ) ﾎﾟｰﾁ、外階段Ａ・Ｂ 

 

  59 ㎡ 

 40 ㎡ 

  22 ㎡ 

  8 ㎡ 

 18 ㎡ 

  30 ㎡ 

 

弾性床 

弾性床 

硬質床 

弾性床 

硬質床 

硬質床 

イ １階 試験ｾﾝﾀｰ   53 ㎡ 弾性床 

ウ ２階 事務室（賃貸ｽﾍﾟｰｽ）   93 ㎡ 弾性床 

エ ２階 試験ｾﾝﾀｰ  126 ㎡ 弾性床 

オ ２・３階供用スペース 

  ｱ) 廊下 

ｲ）階段Ａ・Ｂ 

  ｳ) 男女便所 

  ｴ) 湯沸室 

 

  59 ㎡ 

 42 ㎡ 

  22 ㎡ 

   8 ㎡ 

 

弾性床 

弾性床 

硬質床 

弾性床 

計  580 ㎡  

１階 大便器（女子便所含む） ３ 台 

小便器 ３ 台 

２階 大便器（女子便所含む） ３ 台 

小便器 ３ 台 
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（5）職員数 

    ・職員数：０名 ※テナント入居者数 15 名程度 

 

（6）開庁時間 

  午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分まで 

（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始（12

月 29 日から 1 月 3 日まで）（以下「休日等」という。）を除く。） 

 

（7）ごみの排出量（1 日あたりの概算） 

一般ゴミ、資源化ゴミ、瓶・缶・ペットボトル ＝ 合計 約 0.5 ㎥ 

 

4 業務仕様 

（1）本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修    

「建築保全業務共通仕様書（令和 5 年版）」（以下「共通仕様書」という。）  に

よる。 

（2）本仕様書及び共通仕様書に記載されていない事項は、委託者と協議する。 

（3）各項目に付記した【   】は、共通仕様書における該当事項等を示す。 

   例：【Ⅰ 1.2.3】第 1 編 1.2.3 に該当する項目。 

 

5 業務内容【Ⅳ 1.1.4】 

（1） 日常清掃 

    ア 毎日清掃   ２４１回を想定 

    イ 隔日清掃   １２１回を想定 

    ウ 週１回清掃   ４９回を想定 

    ※詳細は、添付資料の 

「令和８年度 大谷地変電所事務室清掃業務スケジュール」を参照 

（2） 定期清掃 

    １０月実施 

 



4 
 

（3） 日常清掃－業務内容 
 

作業場所 作業内容  作業回数 

２階 事務室 床の清掃  ほうき及び化学処理モップを用

いて 土、砂、埃を取り除く 

（汚れが激しいときは、水拭きま

たは中性洗剤で拭きとる） 

１回／２

日 

紙屑処理  紙くず入れの内容物を処理する 

塵払い  塵払いを行う 

１階 試験セン

ター 

２階 試験セン

ター 

床の清掃  ほうき及び化学処理モップを用

いて 土、砂、埃を取り除く 

（汚れが激しいときは、水拭きま

たは中性洗剤で拭きとる） 

１回／週 

紙屑処理  紙くず入れの内容物を処理する 

玄関ホール 

風除室Ａ・Ｂ 

床の清掃  ほうき及び化学処理モップを用

いて 土、砂、埃を取り除く 

（汚れが激しいときは、水拭きま

たは中性洗剤で拭きとる） 

１回／２

日 

扉・間仕

切り等清

掃 

 風除室Ａ・Ｂの扉、ガラス及び

間仕切りガラスを拭きあげる 

マット除

塵 

床マットの土、砂、埃を取り除く 

塵払い 窓枠の塵払い 

ポーチ 

外階段Ａ・Ｂ 

床の清掃  ほうき及び化学処理モップを用

いて 土、砂、埃を取り除く 

（汚れが激しいときは、水拭きま

たは中性洗剤で拭きとる） 
１回／２

日 

塵払い  階段の手摺りの塵払い 

１・２・３階 廊

下 

１・２・３階 階

段 

床の清掃  ほうき及び化学処理モップを用

いて 土、砂、埃を取り除く 

（汚れが激しいときは、水拭きま

たは中性洗剤で拭きとる） 

１回／２

日 

塵払い  階段の手摺りの塵払い 

２階 湯沸室 床の清掃 拭き掃除を行う 

（汚れが激しいときは、水拭きま

たは中性洗剤で拭きとる） 

毎日 
紙屑処理 紙くず入れの内容物を処理する 

茶がら処

理 

茶がらを処理し、容器を水洗いす

る 

流し台等

清掃 

流し台とその周辺を清掃する 
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作業場所 作業内容  作業回数 

１階 湯沸室 床の清掃 拭き掃除を行う 

（汚れが激しいときは、水拭きま

たは中性洗剤で拭きとる） 

１回／２日 
紙屑処理 紙くず入れの内容物を処理する 

茶がら処

理 

茶がらを処理し、容器を水洗いす

る 

流し台等

清掃 

流し台とその周辺を清掃する 

１階 男女便所 

２階 男女便所 

床の清掃 拭き掃除を行う 

（汚れが激しいときは、水拭きま

たは中性洗剤で拭きとる） 

毎日 

紙屑処理 紙くず入れの内容物を処理する 

洗面台清

掃 

洗面台を清掃し、鏡の汚れを除く 

便器清掃 便器を適正洗剤で清掃する 

衛生消耗

品補給 

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、石鹸等を補給する 

ごみ収集 １・２階の便所、２階の湯沸室部分 毎日 

２階の事務所、１階の湯沸室部分 １回／２日 

１・２階の試験センター １回／週 

※日常清掃：別紙１ 日常清掃範囲平面図    参照 

     

（4）定期清掃 

作業場所 作業内容  作業回数 

1・2・3 階 廊下 

1・2・3 階 階段 

床 面 洗

浄・ﾜｯｸｽ

仕上げ 

 床面を洗浄し、ﾜｯｸｽ仕上げをす

る 

１回／年 

(10 月) 

玄関ホール 

風除室Ａ・Ｂ 

ﾎﾟｰﾁ 

外階段Ａ・Ｂ 

床面洗浄  床面を洗浄し、汚れを拭き取る 

１・２階 給湯

室 

１・２階 便所 

床面洗浄  床面を洗浄し、汚れを拭き取る 

（給湯室は、ﾜｯｸｽ仕上げをする 

１・２階 内・外

窓 

窓ｶﾞﾗｽ清

掃 

 

（各室欄

間ｶﾞﾗｽ、

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯ

ｸを含む） 

 ｶﾞﾗｽ面に水又は中性洗剤を塗布

し、汚れを除去して窓用ｽｸｲｼﾞｰで

汚水を除去する 

 ｶﾞﾗｽ面の隅の汚水を拭き取る 

 ｶﾞﾗｽ面のｻｯｼをﾀｵﾙで拭き取る 
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※ 定期清掃 

    別紙２：定期清掃範囲平面図    参照 

    別紙３：窓ガラス清掃範囲平面図   参照 

 

6 定期清掃面積 

  ア 清掃面積 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 窓ガラス清掃 

低所でのｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ、ﾄﾞｱ、欄間ｶﾞﾗｽ等 75 ㎡ 

高所でのｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ、ﾄﾞｱ、欄間ｶﾞﾗｽ等 35 ㎡ 

計 110 ㎡ 

 

７ 作業実施日時【Ⅳ 1.1.5】 

（1） 日常清掃 

ア 実施日 

  平日の毎日。 

イ 作業時間 

    午前８時４５分から午後５時１５分まで。執務者の業務に支障のないよ

う実施する。 

なお、執務者の業務に支障が発生すると想定される場合は、午前６時か

らの時間帯で作業開始を可とする。 

 

 

ア 玄関、風除室Ａ・Ｂ、１階ポーチ、外階段Ａ・Ｂ     48 ㎡ 

イ 階段Ａ・Ｂ 82 ㎡ 

ウ １・２・３階 廊下   118 ㎡ 

エ １・２階 便所    44 ㎡ 

オ １・２階 湯沸室    16 ㎡ 

             計   308 ㎡ 
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（2） 定期清掃 

原則として休日等に行う。 

作業の具体的な実施日時は、委託者と協議し決定する。 

 

８ 業務主任の選任【Ⅰ 1.3.2】 

     当業務の責任者となり経験、知識、技能を有する業務主任を、業務従事者の中

から１名を選任する。 

 

９ カード鍵の管理 

  委託者が受託者に預託した施設のカード鍵は、受託者の責任のもとに管理し、

次の事項を遵守し取り扱うこと。 

（1） 厳重に保管する。 

（2） 履行期間終了時に返却する。 

（3） 預託したカード鍵は一切貸し出しを禁ずる。 

 

10 服装等【Ⅰ 1.4.3】 

（1） 業務従事者は常に清潔な制服を着用する。 

（2） 業務従事者は胸部に名札を着けて業務を行う。 

（3） 業務従事者身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合には提示する。 

 

11 負担の範囲 【Ⅰ 1.1.3】【Ⅳ 1.1.2】 

(1) 受託者の負担 － 清掃に必要な資機材、洗剤等 

（2）委託者の負担 － 業務に必要な電気、水道、ガス等 

 

12 安全管理 

（1）受託者は、業務の実施にあたっては、委託者及び業務従事者、第三者に対す

る事故の防止に十分注意するとともに、事故に対する一切の責任を負う。 

  なお、事故が発生した場合には、直ちに委託者に報告する。 

(2) 業務の実施にあたって、備品及び設備等を破損し、又は破損個所を発見した
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ときは、直ちに委託者に連絡のうえ、適切な処置をとる。 

 

13 苦情処理 

  受託者は、当該業務の履行に係る苦情等に対して、迅速かつ円滑な対応が行え

るよう、指揮命令系統、連絡体制及び対応方法を委託者と協議のうえ、業務の履

行開始前までに定めておく。 

 

14 秘密の保持 

  受託者は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

15 業務関係図書 

(1) 作業計画書【Ⅰ 1.2.2】 

受託者は、契約締結後速やかに実施体制（様式任意）、業務主任経歴書（様式

指定）、業務工程表（様式指定）、使用資材届（安全データシート（SDS）添付）

をまとめた「作業計画書」（表紙は様式任意）を提出し、委託者の承諾を得る。

内容の変更が必要になった場合は、速やかに委託者の承諾を得て行う。 

(2) 労働災害関係保険（様式任意） 

労働災害保険関係の成立を証する書類の写しを提出する。 

(3) 定期清掃実施計画書（様式任意） 

受託者は、定期清掃を実施する日の 30 日前までに、「定期清掃実施計画書」を

提出し、委託者の承諾を得る。 

 

(4) 業務報告書【Ⅰ 1.1.5】【Ⅰ 1.2.4】【Ⅰ 1.4.7】【Ⅳ 1.1.9】 

   ア 日常清掃作業日誌（様式指定） 

    受託者は、毎日、実施した作業状況について、作業日誌に記載し委託者に

報告するとともに、翌月の 5 日（当該日が閉庁日に当たるときは、その直後

の開庁日）までに、「業務完了届」（様式指定）と併せ、委託者に提出する。 

 イ 定期清掃実施報告書（様式任意） 

   受託者は、「定期清掃実施計画書」に基づき実施した定期清掃について、作
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業完了後翌日から 5 日以内に、「定期清掃実施報告書」を委託者に提出し、委

託者の検査を受けて合格しなければならない。 

   この検査が不合格の場合には、再度作業を実施しなければならない。その場

合の実施日は、委託者と協議して決定する。 

   なお、「定期清掃実施報告書」の作成にあたっては、清掃作業前、作業状況、

作業後及び使用した洗剤等の撮影写真を添付する。 

 

16 労働社会保険諸法令遵守状況確認に関する事項 

  委託者は、役務契約について、適正な履行及び品質の確保を図る観点から、履

行検査の一環として、業務対象施設に従事する労働者に関する労働社会保険諸令

法の遵守状況の確認を行うことができるものとし、受託者は、委託者からの求め

に基づき、以下のとおりこれに応ずるものとする。 

 

16-2 労働者の労働環境に関する書面の提出 

受託者は、次に掲げる書面を、委託者が指定する期日までに提出すること。 

【労働社会保険諸法令遵守状況確認用書面】 

(1) 業務従事者名簿及び業務従事者配置計画書 

業務対象施設に日常的に従事（常駐）する労働者（以下「労働者」という。）

の把握とともに、労働者の配置計画及び社会保険加入義務を確認するため、

「業務従事者名簿」及び「業務従事者配置計画書」を、業務の履行開始日の

前日までに提出すること。また、労働者が変更となる場合には、その都度、

「業務従事者名簿」を、変更後の労働者が従事する日の前日までに提出する

こと。 

(2) 業務従事者健康診断受診等状況報告書 

労働者（上記（1）の「業務従事者名簿」により報告のあった労働者） 

の健康診断受診等状況を確認するため、「業務従事者健康診断受診等状況報

告書」を、当該報告事項確定後から履行期間終了日までの間に提出すること。 

(3) 業務従事者支給賃金状況報告書 

労働者の支給賃金状況を確認するため、年 1 回、委託者が指定する期日ま
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でに、「業務従事者支給賃金状況報告書」を提出すること。 

(4) 業務費内訳書、業務従事者賃金支給計画書及び社会保険料事業者負担分調

書 

   契約金額に対する積算根拠（積算内訳）として、契約締結後直ちに、「業務費

内訳書」、「業務従事者賃金支給計画書」及び「社会保険料事業主負担分調書」

を記載要領に沿って作成し提出すること。 

(5) 上記(1)～(4)の書面での確認において疑義が生じた場合にあっては、受託

者は、書面のほか、契約約款第 16 条第 2 項の規定に基づき、受託者が保管す

る雇用契約書、賃金台帳、出勤簿その他の労務管理に係る書類を、委託者が指

定する期日及び場所において、委託者が確認できる状態にすること。 

 

17 環境への配慮 

(1)  業務に使用する洗浄剤、床維持剤（ワックス）剥離剤等は、有害な揮発性

有機化合物(VOC)等を含まないもので、適正かつ環境に配慮したものを使用

し、極力節約に努める。また、業務履行開始日の前日までに「使用資材計画

書」（様式任意）に成分分析表を添付して提出し、委託者の承諾を受けてから

使用することとし、使用する洗浄剤等を変更する場合も同様とする。 

    委託者がその性質上やむを得ないと判断した VOC 等の含有材料であっても、

極力放散の少ないものを使用し、有効な換気対策を行い使用する。 

    なお、承諾を受けて使用中の洗浄剤等であっても、委託者が使用中止ある

いは変更の必要があると判断した場合は、その指示に従う。  

(2)  本市の環境マネジメントシステムに準じ、下記のとおり環境負荷低減に

努める。 

ア 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努める。 

   イ ごみ減量及びリサイクルに努める。 

   ウ  両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らす

よう努める。 

   エ 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガ

イドライン指定品を使用する。 
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18 業務の引継ぎ 

(1) 受託者は、委託者の指示があった場合には、履行開始に先立ち、従前の受託

者から実地による実務的な引継ぎを受ける。 

(2) 受託者は、委託者の指示があった場合には、履行終了に先立ち、受託者が業

務を行った際に作成した業務に必要な手順・方法等を記載した資料 

を委託者に提出する。 

(3) 受託者は、委託者の指示があった場合には、履行終了に先立ち、上記(2)      

  の資料等によるほか、新規の受託者に対し実地による実務的な引継ぎを行う。 

(4)  業務引継ぎの詳細・実施期間等については、委託者と協議して定める。 

(5) 業務引継ぎに係る費用は受託者の負担とする。 

 

19  一般注意事項 

(1) 事務室等で特殊な業務を行っている箇所については、必ず委託者の立会            

い又は指示を受けて作業を実施する。 

(2) 作業終了に際しては、椅子、屑入れ等を所定の場所に戻す。 

(3) 盗難、火災に注意し、作業終了の際は、施錠及び火気処理を確認すると 

  ともに不用灯を消灯する。 

(4) 拾得物は、直ちに委託者に届け出る。 

(5) 対象施設の館内規則等を遵守する。 

 

20 電子メールの利用 

受託者は、委託者が指定した提出書類は電子メールによる提出（押印不要）

を可とする。送信先等の提出方法については委託者の指示による。 

 

21 支払い 

   １２回均等払いとし、１円未満の端数が生じた場合は、その初回(１回目)に

支払う。 
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【特記事項】 

契約金額の変更協議について 

(1) 本調達案件については、本市労務単価のうち日額単価については令和 7                  

  年度、その他の単価等については令和 8 年度を適用して積算、入札を行うこと

とする。 

(2) 本調達案件の受託者は、令和 8 年度の本市労務単価の公表後に、労務単    

価額の変更に伴う契約金額の変更協議を請求できるものとする。 

(3) 当該協議により変更する金額については、「令和 8 年度の本市労務単価によ

り積算された予定価格に当初契約の落札率を乗じた額と当初契約金額との差

額」により算定することを基本とし、算定方法及び請求方法の詳細は、別途本

市から受託者に対し通知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 基 本 的 方 向

札幌市環境局

　札幌市役所は、地球環境への負荷を継続的に低減するため、エネルギー使用量及び温室効果ガス排出量
の削減など、環境配慮取組の推進に努めてきました。　

　近年、気象災害をはじめとした気候変動の影響が深刻化する中、脱炭素社会の構築に向けて、気候変動
対策は大きな転換期を迎えています。　

　札幌市においても、地球の平均気温の上昇を1.5℃に抑える努力を追求するというパリ協定の目的を踏ま
えて、2050年の目標に「温室効果ガス排出量を実質ゼロにする（ゼロカーボン）」を設定するとともに、
2030年についても高い目標を掲げて温室効果ガスの排出量の削減に取り組んでいくこととしました。　

　札幌市役所は、市域の温室効果ガスの約６%を排出する市内最大級の事業者であり、自ら排出量の削減に
率先して取り組む姿を市民・事業者へ示していくことが必要です。　

　そのため、徹底した省エネルギー対策を進め、そのうえでどうしても必要なエネルギーは再生可能エネル
ギーへと転換していくことを基本的な方向として、環境マネジメントシステムによる継続的改善を図り、札幌
市役所の事務事業に伴うエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量を着実に削減していきます。　

　また、国連「持続可能な開発目標（SDGs）」の視点を踏まえ、環境配慮取組を推進することで、温室効果
ガス排出量の削減のみにとどまらず、経済、社会分野の統合的解決を目指すとともに、市民・事業者・行政
が協働し、一体となって脱炭素社会に向けて取り組むことで、「心豊かにいつまでも安心して暮らせるゼロ
カーボン都市『環境首都・SAPP‿RO』」の実現を目指してまいります。

　全ての部局は、所管する事務事業について、環境に関する法令を遵守することはもとより、SDGsの視点も
踏まえながら環境配慮取組を推進し、脱炭素社会の実現に向けて、以下の項目に重点的に取り組みます。

　この環境方針による環境活動の成果は、市民に公表するとともに、市民からの意見を市政運営に反映させて
いきます。

令和３年4月1日

環 境 方 針

１　徹底した省エネルギー対策を進めます。
２　再生可能エネルギーの導入を拡大します。
３　移動における脱炭素化を進めます。
４　廃棄物の発生・排出を抑制し、省資源・資源循環を推進します。
５　環境負荷の少ない製品やサービスを利用します。
６　事務事業のみならず、公共工事・委託業務における環境負荷を低減します。
７　環境問題に関する啓発・教育活動を推進します。

1 基 本 理 念



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31
　 　 　

21 18 22 小計 61

2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 小計 30

4 　 3 　 4 小計 11

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

22 20 19 小計 61

1 2 3 2 3 2 1 3 1 3 2 2 2 3 1 小計 31

5 4 4 小計 13

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

21 19 20 小計 60

1 3 1 3 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 小計 30

4 　 4 4 小計 12

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 　 　

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 　 　

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 　 　

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 　 　

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 　 　

24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31

31
　 　 　

19 18 22 小計 59

2 1 3 1 3 2 1 3 1 2 2 3 2 3 1 小計 30

4 　  4 5 　 小計 13

                                                                                                                                                                                           回 ※1

回 ※2

回

令和8年度　大谷地変電所事務室清掃業務スケジュール

４月 ５月 ６月

　毎日清掃日数

　1日置き清掃日数

　週１回清掃日数

７月 ８月 ９月

　毎日清掃日数

　1日置き清掃日数

　週１回清掃日数

10月 11月 12月

　毎日清掃日数

　1日置き清掃日数

　週１回清掃日数
　

1月 ２月 ３月

原則として休日（土曜、日曜、国民の祝日に関
する法律に規定する休日、及び年末年始（12
月29日から１月３日まで）は実施しない49

１日置き清掃日数合計 121

週１回清掃日数合計

　

　毎日清掃日数

　1日置き清掃日数

　週１回清掃日数

毎日清掃日数合計 241 左記の回数は想定回数
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業務委託－第９号様式 

備考 札幌市競争入札参加資格者（物品・役務）は、電子メールによる提出（押印不

要）を可とする。送信先等の提出方法は札幌市交通局の指示に従うこと。

 

 

業務工程表 

 

年  月  日   

 

札幌市交通事業管理者 

交通局長  

 

住  所 

受託者  商号又は名称 

職・氏名               印 

 

 

 

業務名                              

 

 

 

着 手      年  月  日 

履行期間  

完 了      年  月   日 

 

 

 

上記業務について、別紙の工程表により実施しますので、承認願います。 

 

 



工程表 

業務内容 数量 単位 日数 
月 月 月 備考 

 ５ 10 15 20 25   ５ 10 15 20 25   ５ 10 15 20 25   

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 



業務委託－第 10 号様式 

備考 札幌市競争入札参加資格者（物品・役務）は、電子メールによる提出（押印不

要）を可とする。送信先等の提出方法は札幌市交通局の指示に従うこと。 

 

業務主任経歴書 

 

  業務名                              

 

業務主任（氏名）                 （    歳） 

 

 

１ 職歴、法令による免許、資格 

取 得 年 月 日 免 許 ・ 資 格 

  

  

  

 

 ２ 最近の主な業務経歴 
 

履 行 期 間 業 務 内 容 発注者 

   

   

   

 

上記のとおり相違ありません。 

 

     年   月   日 

住   所 

受託者  商号又は名称 

職・氏名               印 

 



令和   年   月   日（  ）曜日

会社名

代表取締役

作業従事者

大谷地変電所事務室清掃日誌
（毎日・１回/２回・１回/週）

床

の

清

掃

を

拭

き

あ

げ

る

扉

間

仕

切

り

等

塵

払
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紙
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理

階
段
手
摺
塵
払
い

マ

ッ
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除
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茶
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ら

処
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流

し
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清

掃

食

器
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い

便
所
洗
面
台
清
掃

便

器

清

掃

衛
生
消
耗
品
補
給

ご

み

収

集

男 子 便 所 〇 〇 〇 〇 〇 〇

女 子 便 所 〇 〇 〇 〇 〇 〇

男 子 便 所 〇 〇 〇 〇 〇 〇

女 子 便 所 〇 〇 〇 〇 〇 〇

湯 沸 室 〇 〇 〇 〇 〇

湯 沸 室 〇 〇 〇 〇 〇

廊 下 ・ 階 段 〇 〇 〇

玄 関 ・ 風 除 室 Ａ 〇 〇 〇 〇

風 除 室 Ｂ 〇 〇 〇 〇

ポ ー チ ・ 外 階 段 Ａ 〇 〇

外 階 段 Ｂ 〇 〇

事 務 室 〇 〇 〇 〇

廊 下 ・ 階 段 〇 〇 〇

３ 階 階 段 〇 〇 〇
１
階

試 験 セ ン タ ー 〇 〇 〇
２
階

試 験 セ ン タ ー 〇 〇 〇

１
階

２
階

週
一
回

日常清掃作業

隔
日

１
階

２
階

毎
日

作業項目

作業場所

担 当電 気 課 長 電 力 係 長



 業務委託－第13号様式 

 

業 務 完 了 届 

 

    年  月  日  

 

札幌市交通事業管理者 

交通局長  

 

住  所  

               受託者 商号又は名称  

職・氏名           印 

 

業務名                                 

 

上記業務は，   年  月  日に完了したのでお届けします。 

 

備考 札幌市競争入札参加資格者（物品・役務）は、電子メールによる提出（押印不

要）を可とする。送信先等の提出方法は札幌市交通局の指示に従うこと。 
  

------------------------（以下、札幌市交通局使用欄）------------------------- 
 

受 付 年  月  日 

 完了を確認した職員 

 （氏名）             印 

 

課長 係長 係  
   

この業務の完了検査に係る検査員に下記の者を命じ，  

年  月  日に検査を実施してよろしいか。 
  

検査員 （役職・氏名） 

 



様式１－１ 

この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。 

  年  月  日 

業 務 従 事 者 名 簿（一般用） 

（あて先） 

                      住  所 

受託者  商号又は名称 

代表者氏名 

  

次の業務において、業務対象施設に日常的に従事（常駐）する労働者の名簿を提出いたします。 

業務名                              

氏    名 
（雇用年月日） 

年
齢 

雇用契約上の所定労働時間等 
社会保険の 
加 入 状 況 

備  考 
（資格等） 

１  
 

（  年  月  日雇用） 

 
日：    時間 週：    時間 健康 

保険  
 

※所定労働時間が法定（注）を超える場合の適用制度 
（  変形労働時間制 ・ 監視断続的労働  ） 

雇用 
保険  

２  
 

（  年  月  日雇用） 

 
日：    時間 週：    時間 健康

保険  
 

※所定労働時間が法定（注）を超える場合の適用制度 
（  変形労働時間制 ・ 監視断続的労働  ） 

雇用
保険  

３  
 

（  年  月  日雇用） 

 
日：    時間 週：    時間 健康

保険  
 

※所定労働時間が法定（注）を超える場合の適用制度 
（  変形労働時間制 ・ 監視断続的労働  ） 

雇用
保険  

４  
 

（  年  月  日雇用） 

 
日：    時間 週：    時間 健康

保険  
 

※所定労働時間が法定（注）を超える場合の適用制度 
（  変形労働時間制 ・ 監視断続的労働  ） 

雇用
保険  

５  
 

（  年  月  日雇用） 

 
日：    時間 週：    時間 健康

保険  
 

※所定労働時間が法定（注）を超える場合の適用制度 
（  変形労働時間制 ・ 監視断続的労働  ） 

雇用
保険  

６  
 

（  年  月  日雇用） 

 
日：    時間 週：    時間 健康

保険  
 

※所定労働時間が法定（注）を超える場合の適用制度 
（  変形労働時間制 ・ 監視断続的労働  ） 

雇用
保険  

７  
 

（  年  月  日雇用） 

 
日：    時間 週：    時間 健康

保険  
 

※所定労働時間が法定（注）を超える場合の適用制度 
（  変形労働時間制 ・ 監視断続的労働  ） 

雇用
保険  

８  
 

（  年  月  日雇用） 

 
日：    時間 週：    時間 健康

保険  
 

※所定労働時間が法定（注）を超える場合の適用制度 
（  変形労働時間制 ・ 監視断続的労働  ） 

雇用
保険  

９  
 

（  年  月  日雇用） 

 
日：    時間 週：    時間 健康

保険  
 

※所定労働時間が法定（注）を超える場合の適用制度 
（  変形労働時間制 ・ 監視断続的労働  ） 

雇用
保険  

10  
 

（  年  月  日雇用） 

 
日：    時間 週：    時間 健康

保険  
 

※所定労働時間が法定（注）を超える場合の適用制度 
（  変形労働時間制 ・ 監視断続的労働  ） 

雇用
保険  

（注）「法定」とは、労働基準法第32条に定める労働時間（原則として、一日につき８時間、一週間につき40時間）を意味する。 

札幌市交通事業管理者 
 交通局長  



様式２

 通常の業務日1日当たりの労働者の配置計画を報告します。 労働時間（所定内） 監視・断続的労働

労働時間（時間外） 休憩時間

業務名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16 17 18

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8

休憩
時間10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

合計 　複数労働者で
ローテーション
を組んでいる場
合は、業務従事
者名簿（様式
１）により報告
したすべての労
働者について記
載する必要はあ
りません。

業務従事者配置計画書

Ａ

Ｂ

Ｃ

合　　　　　　　　　計

合　計

従事
者№

従事者
区分

（Ａ・Ｂ・Ｃ） 労働
時間

変形
労働
時間制

時間帯別従事者人数
（１時間単位で記載）

１日の労働時間等
（単位：時間）

この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。



様式３－１ 

この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。 

  年  月  日 

業務従事者健康診断受診等状況報告書（一般用） 

（あて先） 

                      住  所 

受託者  商号又は名称 

代表者氏名  

 下記１の業務に日常的に従事（常駐）している労働者（「業務従事者名簿（様式１－１)」により報告

した労働者）の労働安全衛生法に基づく健康診断について、当該年度（昨年４月～本年３月）の受診状

況を下記２のとおり報告いたします。 

記 

１ 業 務 名                             

        （※業務履行期間：  年  月  日～  年  月  日） 

２ 健康診断受診状況 

氏    名 

社会保険の 
加 入 状 況 

健康診断受診状況 備  考 
健 康
保 険 

雇 用
保 険 

１    
・ 受診済み（  年  月  日） 
・ 受診予定（  年  月頃） 
・ 受診なし ※備考欄に理由を記載 

 

２    
・ 受診済み（  年  月  日） 
・ 受診予定（  年  月頃） 
・ 受診なし ※備考欄に理由を記載 

 

３    
・ 受診済み（  年  月  日） 
・ 受診予定（  年  月頃） 
・ 受診なし ※備考欄に理由を記載 

 

４    
・ 受診済み（  年  月  日） 
・ 受診予定（  年  月頃） 
・ 受診なし ※備考欄に理由を記載 

 

５    
・ 受診済み（  年  月  日） 
・ 受診予定（  年  月頃） 
・ 受診なし ※備考欄に理由を記載 

 

６    
・ 受診済み（  年  月  日） 
・ 受診予定（  年  月頃） 
・ 受診なし ※備考欄に理由を記載 

 

７    
・ 受診済み（  年  月  日） 
・ 受診予定（  年  月頃） 
・ 受診なし ※備考欄に理由を記載 

 

８    
・ 受診済み（  年  月  日） 
・ 受診予定（  年  月頃） 
・ 受診なし ※備考欄に理由を記載 

 

９    
・ 受診済み（  年  月  日） 
・ 受診予定（  年  月頃） 
・ 受診なし ※備考欄に理由を記載 

 

10    
・ 受診済み（  年  月  日） 
・ 受診予定（  年  月頃） 
・ 受診なし ※備考欄に理由を記載 

 

 

札幌市交通事業管理者 
 交通局長 



様式４

商号又は名称

作　成　者 　　　（連絡先　　　　　　 　　　　　　　　　）

給与Ａ　① 給与Ｂ　②
基本給 通勤手当
その他 精皆勤・家族手当

ア 40歳未満

（　　　　　　　　）円ウ 65歳以上 Ｃ  ・ その他 （　　　　　　　　　）

Ａ

イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ

 ・ 変形労働時間制 月給・日給・時給

 ・ 監視・断続的労働

Ａ  ・ 変形労働時間制

Ｂ  ・ 監視・断続的労働

（　　　　　　　　）円Ｃ  ・ その他 （　　　　　　　　　）

月給・日給・時給
イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ  ・ 監視・断続的労働

 ・ その他 （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　）円

イ 40歳以上
　　65歳未満

ウ 65歳以上

ウ 65歳以上

Ｂ  ・ 監視・断続的労働

（　　　　　　　　）円ウ 65歳以上 Ｃ  ・ その他 （　　　　　　　　　）

ア 40歳未満 Ａ  ・ 変形労働時間制

イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ

社会保険
加入状況

雇用
保険

（　　　　　　　　）円

ア 40歳未満 Ａ 月給・日給・時給

業務従事者支給賃金状況報告書

１月の
所定
労働
日数

業務名

健康
保険

月支給
合計③

（①＋②）

月～　月末
までの
賞与等

基本給形態
（金額）

月支給額内訳
（時給・日給は月額合計）

所定労働時間（実績）

備　　考※左記の時間が法定労働
　時間を超えている場合
　の手続等

業務従事者

区分年齢№ 日 週 月

 ・ 変形労働時間制

 ・ 監視・断続的労働

 ・ 変形労働時間制

イ 40歳以上
　　65歳未満

ウ 65歳以上

Ｂ

Ｃ  ・ その他 （　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　）円

イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ

ア 40歳未満  ・ 変形労働時間制 月給・日給・時給

 ・ 監視・断続的労働

 ・ その他 （　　　　　　　　　）

Ａ

ウ 65歳以上 Ｃ

ア 40歳未満 Ａ

ウ 65歳以上 Ｃ

 ・ 変形労働時間制

イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ

ウ 65歳以上

ア 40歳未満 Ａ

ア 40歳未満 Ａ 月給・日給・時給

（　　　　　　　　）円 ・ その他 （　　　　　　　　　）

 ・ 変形労働時間制

Ｃ

（　　　　　　　　）円 ・ その他 （　　　　　　　　　）

月給・日給・時給

 ・ 監視・断続的労働

 業務従事者名簿で報告した労働者の　　　　年　　月に支給した支給賃金状況を次の表のとおり報告します。

イ 40歳以上
　　65歳未満

月給・日給・時給ア 40歳未満

Ｃ

月給・日給・時給

 ・ 監視・断続的労働

この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。



様式４

給与Ａ　① 給与Ｂ　②
基本給 通勤手当
その他 精皆勤・家族手当

イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ  ・ 監視・断続的労働

（　　　　　　　　）円

月給・日給・時給

 ・ その他 （　　　　　　　　　）

ア 40歳未満 Ａ

ウ 65歳以上 Ｃ

 ・ 変形労働時間制

イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ  ・ 監視・断続的労働

（　　　　　　　　）円

イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ  ・ 監視・断続的労働

（　　　　　　　　）円

ア 40歳未満 Ａ

ウ 65歳以上 Ｃ

 ・ 変形労働時間制 月給・日給・時給

 ・ その他 （　　　　　　　　　）

イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ  ・ 監視・断続的労働

（　　　　　　　　）円

ア 40歳未満 Ａ

ウ 65歳以上 Ｃ

 ・ 変形労働時間制 月給・日給・時給

 ・ その他 （　　　　　　　　　）

月給・日給・時給

 ・ その他 （　　　　　　　　　）

ア 40歳未満 Ａ

ウ 65歳以上 Ｃ

 ・ 変形労働時間制

イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ  ・ 監視・断続的労働

（　　　　　　　　）円

イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ  ・ 監視・断続的労働

（　　　　　　　　）円

ア 40歳未満 Ａ

ウ 65歳以上 Ｃ

 ・ 変形労働時間制 月給・日給・時給

 ・ その他 （　　　　　　　　　）

イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ  ・ 監視・断続的労働

（　　　　　　　　）円

ア 40歳未満 Ａ

ウ 65歳以上 Ｃ

 ・ 変形労働時間制 月給・日給・時給

 ・ その他 （　　　　　　　　　）

月給・日給・時給

 ・ その他 （　　　　　　　　　）

ア 40歳未満 Ａ

ウ 65歳以上 Ｃ

 ・ 変形労働時間制

イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ  ・ 監視・断続的労働

（　　　　　　　　）円

イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ  ・ 監視・断続的労働

（　　　　　　　　）円

ア 40歳未満 Ａ

ウ 65歳以上 Ｃ

 ・ 変形労働時間制 月給・日給・時給

 ・ その他 （　　　　　　　　　）

イ 40歳以上
　　65歳未満

Ｂ  ・ 監視・断続的労働

（　　　　　　　　）円

ア 40歳未満 Ａ

ウ 65歳以上 Ｃ

 ・ 変形労働時間制 月給・日給・時給

 ・ その他 （　　　　　　　　　）

月給・日給・時給

 ・ その他 （　　　　　　　　　）

ア 40歳未満 Ａ

ウ 65歳以上 Ｃ

 ・ 変形労働時間制

備　　考
№ 年齢 区分 日 週 月

※左記の時間が法定労働
　時間を超えている場合
　の手続

雇用
保険

健康
保険

業務従事者 所定労働時間（実績） １月の
所定
労働
日数

基本給形態
（金額）

月支給額内訳
（時給・日給は月額合計） 月支給

合計③
（①＋②）

月～　月末
までの
賞与等

社会保険
加入状況

この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。
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労 働 社 会 保 険 諸 法 令 遵 守 状 況  

確 認 用 書 面 記 載 要 領  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１  業 務 従 事 者 名 簿 ·········· Ｐ２ 

 

様式２  業 務 従 事 者 配 置 計 画 書 ·········· Ｐ４ 

 

様式３  業務従事者健康診断受診等状況報告書 ·········· Ｐ６ 

 

様式４  業 務 従 事 者 支 給 賃 金 状 況 報 告 書 ·········· Ｐ７ 

 

 

 

札幌市財政局管財部契約管理課 

  



- 2 - 

作成に当たっての留意事項（共通） 

業務従事者名簿（様式１）、業務従事者配置計画書（様式２）、業務従事者健康診断受診等状況報告書

（様式３）及び業務従事者支給賃金状況報告書（様式４）の４書面は、適正な履行及び品質の確保を図

る観点から、履行検査の一環として、業務対象施設に日常的に従事（常駐）する労働者の労働環境状況

を確認することを目的としております。交通局、水道局及び病院局への提出の際は、対象労働者から同

意を得たうえで、次の各様式における記載要領に沿って作成してください。 

なお、代替又は臨時その他の事由により一時的に従事する労働者は、報告の対象外となります。 

 

業務従事者名簿（様式１－１及び１－２）記載要領 

業務従事者名簿は、「一般用（様式１－１）」と「庁舎警備用（様式１－２）」に様式が分かれていま

すので、それに留意のうえ、業務対象施設において日常的に従事（常駐）する労働者の名簿を、下記の

事項に沿って作成してください。 

記 

１ 雇用年月日 

氏名の下の（  ）内に、当該労働者の貴社における雇用年月日を記入してください。 

なお、労働者派遣法に基づく派遣労働者にあっては、派遣契約年月日を記入するとともに、「備考

（資格等）」の欄（様式１－２にあっては余白）に「派遣労働者」と付記してください。 

２ 年 齢 

履行開始日現在の年齢を記入してください。 

３ 雇用契約上の所定労働時間 

労働者毎に、雇用契約上における所定労働時間を次のとおり記入してください。 

 (1) 日：１日当たりの所定労働時間（勤務時間）を記入してください。複数のシフトにより１日の所

定労働時間が異なる場合は「○～○」と記入してください。 

 (2) 週：１週間の平均所定労働時間を記入してください。複数のシフトにより１日の労働時間が異な

る又は週の労働日数が固定されていない場合は、次の算出例を参考に記入してください。 

ア 年間所定労働時間 ÷ 52週間/年 ＝ 週所定労働時間 

イ 月所定労働時間 ÷ 4.3週/月 ＝ 週所定労働時間  

ウ おおよその週労働日数又は月の労働日数等で計算する場合 

(例）おおよそ週３日勤務 × ５時間 ＝ 15時間/週  

(例）おおよそ月 13日の勤務 × ４時間 ÷ 4.3週/月 ≒ 12時間/週 

(例）おおよそ週５日勤務の内、（おおよそ週３回 × ４時間勤務 ＝ 12時間）＋（週２回 × 

６時間勤務 ＝ 12時間）＝ 24時間/週 

 (3) 上記(1)又は(2)に記載した所定労働時間が労働基準法で定める法定労働時間（原則として１日当

たり８時間、１週当たり 40時間）を超える場合にあっては、その根拠となる適用制度に「○」を

付してください。なお、変形労働時間制又は監視・断続的労働のいずれにも該当しない場合は、超

過の理由を「備考（資格等）」の欄（様式１－２にあっては余白）に記載してください。 
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４ 社会保険の加入状況 

労働者毎に、受託者が適用を受けている健康保険及び雇用保険の加入状況について、加入の場合は

「○」を、未加入（国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入）の場合「×」を記載してください。 

なお、上記３(2)に記載した１週当たりの所定労働時間について、健康保険にあっては30時間以上、

雇用保険にあっては 20時間以上であるにもかかわらず加入状況が「×」である場合は、その理由を

「備考（資格等）」の欄（様式１－２にあっては余白）に記載してください。 

５ 備考（資格等）（一般用（様式１－１）のみ） 

業務の履行に当たり、特記すべき労働者が取得している資格等を記入のうえ、その資格を証する書

面の写しを添付してください。 

６ 年度内の法定教育受講状況（庁舎警備用（様式１－２）のみ) 

警備業法第 21条第２項の規定に基づく警備員の法定教育について、業務従事者名簿を提出する日

が属する年度内の受講状況を、次のとおり記入してください。 

 (1) 教育区分：「新任教育」の場合は「新任」に、「現任教育」の場合は「現任」に○を付してくだ

さい。 

 (2) 受講年月日、受講時間：法定教育の受講年月日を記入のうえ、その下に受講した法定教育の受講

時間を記入してください。 

 (3) 資格・実務経験等：法定教育の受講時間の免除に係る資格・実務経験等を（  ）内に記載のう

え、資格にあっては、それを証する書面の写しを添付してください。 

７ その他 

代替又は臨時その他の事由により一時的に従事する労働者についても、本調書にて報告を求められ

ている場合には、３の「所定労働時間」及び４の「社会保険の加入状況」の欄には「－」と記載し、

５の「備考（資格等）」の欄にその従事者の業務分担内容を付記してください。 
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業務従事者配置計画書（様式２）記載要領 

業務従事者配置計画書（様式２）は、業務対象施設において日常的に従事（常駐）する労働者として、

業務従事者名簿（様式１－１又は１－２）により報告した労働者の配置計画書を、下記の事項に沿って

作成してください。 

なお、本調書は、通常の業務日１日当たりの労働者の配置計画を記載していただきますので、複数の

労働者によりローテーションを組んで対応している場合は、業務従事者名簿（様式１－１又は１－２）

により報告したすべての労働者について記載する必要はありません。（例：１日当たり３人を配置予定

の業務において、当該業務を４人の労働者でローテーションを組み履行していく場合、配置する３人の

平均的な配置時間数を記入） 

記 

１ 従事者№ 

「従事者№」は「１」又は「Ａ」から始まる連続番号を付記してください。 

なお、当該№を業務従事者名簿の№と連動する必要はありません。 

２ 従事者区分 

「従事者区分」は、業務毎に労働者の技能や実務経験等によりＡ、Ｂ又はＣの３区分としています。

労働者の区分について、次の表を参考にして該当する区分に「○」を付してください。 

業務種別 区   分   説   明 

①建物の清掃業務 Ａ：１級ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は清掃業務について作

業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有し、実

務経験６年以上程度の者  

Ｂ：２級ビルクリーニング技能士の資格を有する者、３級ビルクリーニング

技能士の資格取得後実務経験２年以上程度の者又は清掃業務について作業

の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験３年以上６年

未満程度の者 

Ｃ：清掃業務について、清掃員Ａ又は清掃員Ｂの指示に従って作業を行う能

力を有し、実務経験３年未満程度の者 

②建物の警備業務 

(駐車場管理を含む。) 

Ａ：施設警備１級の検定資格を有する者又は警備業務について高度な技術力

及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験６年以上

程度の者  

Ｂ：施設警備２級の検定資格を有する者又は警備業務について作業の内容判

断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験３年以上６年未満程度

の者 

Ｃ：警備業務について、Ａ又はＢの指示に従って作業を行う能力を有し、実

務経験３年未満程度の者 

③建物のボイラー

等運転・監視等業

務 

Ａ：運転・監視及び日常的な点検保守業務について、高度な技術力及び判断

力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験 10年以上程度の者 

Ｂ：運転・監視及び日常的な点検保守業務について、作業の内容判断ができ

る技術力及び必要な技能を有し、実務経験５年以上 10年未満程度の者 

Ｃ：運転・監視及び日常的な点検保守業務について、Ｂの指示に従って作業

を行う技術を有し、実務経験５年未満程度の者 
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④その他の業務 Ａ：作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有し、

実務経験６年以上程度の者  

Ｂ：作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験３年以

上６年未満程度の者 

Ｃ：Ａ又はＢの指示に従って作業を行う能力を有し、実務経験３年未満程度

の者 

３ その他 

(1) 下記の記載例に従って従事者の配置を図示し、労働時間及び休憩時間を記載してください。 

(2) 深夜 24時を越え翌日までの勤務の場合には、同行の左端０時から続けて記入してください。 

(3) 監視・断続的労働（労働基準監督署から許可を受けているもの）は、賃金を支払うべき労働時間

と見なしますので、１日の労働時間に含めて記載してください。 

(4) 変形労働時間制の適用を受けている従事者については、「変形労働時間制」の欄に「○」を付し

てください。 

(5) 「時間帯別従事者人数」の欄には、１時間単位で従事した延べ人数を記載してください。（勤務

開始又は終了時間が「○○時 30分」のように、１時間に満たない時間であっても、１時間として

延人数に計上してください。） 

 
【記載例】 
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業務従事者健康診断受診等状況報告書（様式３－１及び３－２）記載要領 

業務従事者健康診断受診等状況報告書は、業務対象施設において日常的に従事（常駐）する労働者と

して、「業務従事者名簿（様式１－１又は１－２）」により報告した労働者の労働安全衛生法に基づく健

康診断の受診状況を、下記の事項に沿って作成してください。 

なお、当該報告書は、「一般用（様式３－１）」と「庁舎警備用（様式３－２）」に様式が分かれてい

ますので、留意してください。 

記 

１ 社会保険の加入状況 

労働者毎に、受託者が適用を受けている健康保険及び雇用保険の加入状況について、加入の場合は

「○」を、未加入（国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入）の場合「×」を記載してください。 

２ 健康診断受診状況 

(1) 調査年度（前年の４月～調査年の３月）における労働安全衛生法に基づく定期健康診断の受診状

況について、労働者ごとに「○」を付してください。 

(2) 「受診済み」の場合は、受診年月日も記載してください。なお、健康診断個人票写しの添付は必

要ありません。 

(3) 「受診予定」の場合は、受診予定月を記載してください。 

(4) 「健康診断の受診義務が無い」又は「途中退職」などの理由から、健康診断を受診していない方

は、「受診なし」に「○」を付し、その理由を「備考」欄に記載してください。 

(5) 深夜労働のため、半年に１回の健康診断が義務付けられている方については、「備考」欄にその

旨及び２回目の受診日を記載してください。 

３ 法定教育受講状況（庁舎警備用（様式３－２）のみ） 

警備業法第 21 条第２項に基づく警備員の法定教育（年度に１回の現任教育）について、労働者毎

に、調査年度（前年の４月～調査年の３月）における受講年月日と当該受講時間を、それぞれ記入し

てください。なお、免除の場合はその理由（資格等）を（  ）内に記載してください。 
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業務従事者支給賃金状況報告書（様式４）記載要領 

業務従事者支給賃金状況報告書は、業務対象施設において日常的に従事（常駐）する労働者として、

業務従事者名簿（様式１－１又は１－２）により報告のあった労働者に対して、特定の月に支給した所

定内賃金や賞与（時間外（残業）手当や夜間勤務手当等の所定外賃金の実績を除いた賃金等）の実績を、

次の表に沿って作成してください。 

項 目 名 説           明 

従 事 者 № 
「従事者№」は「１」又は「Ａ」から始まる連続番号を付記してください。 

なお、当該№を業務従事者名簿の№と連動する必要はありません 

年 齢 区 分 報告時の年齢区分について、該当する区分に「○」を付してください。 

従 事 者 区 分 

「従事者区分」は、業務毎に業務従事者の技能や実務経験等によりＡ、Ｂ又はＣの

該当する区分に「○」を付してください。 

従事者区分の詳細については、「業務従事者配置計画書（様式２） 記載要領」の

２の「従事者区分」に掲げる表を参照してください。 

所定労働時間

（実績） 

就業規則又は労働契約で定めた正規の勤務時間内の労働時間（休憩時間を控除した

実労働時間）で、特定する月に支給した賃金の対象期間における「１日当たり」、「１

週間当たり」及び「１月当たり」の所定労働時間の実績を、次のように記載してくだ

さい。なお、時間外勤務（残業）の時間は含まずに計算してください。 

１ 「日」：１日当たりの平均所定労働時間を記載してください。 

複数のシフトにより労働時間が異なる場合は「○～○」と記載ください。 

２ 「週」：１週間の平均所定労働時間について以下を参考に記載してください。 

(1) １日の所定労働時間及び週の労働日数が固定されている場合   

(例）月～木曜日まで週４日、8：00～12：00の実働４時間の場合  

⇒ ４日×４時間 ＝ 16時間/週 

(2) 複数のシフトにより１日の労働時間が異なる又は週の労働日数が固定されて

いない場合 

ア 月所定労働時間 ÷ 4.3週/月 ＝ 週所定労働時間 

イ おおよその週労働日数又は月の労働日数等で計算する場合 

(例）おおよそ週３日勤務 ×５時間 ＝ 15時間/週  

(例）おおよそ週５日勤務の内、（おおよそ週３回 × ４時間勤務 ＝ 12時

間）＋（週２回 × ６時間勤務 ＝ 12時間）＝ 24時間/週 

３ 「月」：特定する月に支給した賃金の対象となった期間（１カ月）の所定労働時

間を記入してください。 

４ 法定労働時間を超えている場合の手続等 

上記１～３に記載した所定労働時間が労働基準法で定める法定労働時間（原則と

して１日当たり８時間、１週当たり 40時間）を超える場合にあっては、その根拠

となる適用制度に「○」を付してください。 

なお、変形労働時間制又は監視・断続的労働のいずれにも該当しない場合は、「そ

の他」に「○」のうえ、理由を（   ）欄又は「備考」欄に記載してください。 
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１ 月 の 所 定 

労 働 日 数 

特定する月に支給した賃金の対象となった期間（１カ月）における出勤日数を記入

してください。なお、年次有給休暇などの賃金の支給対象となる休日については、出

勤日数に加えてください。 

基 本 給 形 態 
労働者における基本給について、月給、日給又は時給のいずれかに「○」を付し、

その額を、下段の（    ）内に記入してください。 

月支給額内訳 

以下の１及び２に従い、特定する月に支給した賃金の内訳を記載してください。 

なお、記載する金額は所定労働時間に対する賃金等とし、所定外労働時間（残業）

に対する手当や深夜、休日勤務に伴う割増手当は含まないでください。 

１ 給与Ａ① 

最低賃金の計算に含める給与を記入してください。 

(1) 基本給（上段） 

特定する月に支給した１月当たりの支給額を記入してください。なお、基本給

が時間給又は日額の場合には、所定労働時間欄に記入した「１月当たりの所定労

働時間」や「月所定労働日数」を勘案のうえ１月当たりの支給額を記入してくだ

さい。 

  ア 時間給の場合： 

月支給額 ＝ ○○○円/Ｈ × １月当たりの所定労働時間（実績） 

  イ 日額の場合： 

月支給額 ＝ ○，○○○円/日 × 月所定労働日数（実績） 

(2) その他（下段） 

上記(1)の基本給以外の最低賃金の計算に含めるべき手当（職務手当など）に

ついて、特定する月における１月当たりの支給額を記入してください。 

２ 給与Ｂ② 

最低賃金の計算に含めない通勤手当、精皆勤手当及び家族手当等を記入してくだ

さい。 

(1) 通勤手当（上段） 

特定する月に支給した１月当たりの通勤手当を記入してください。 

(2) 精皆勤手当・家族手当（下段） 

特定する月に支給した１月当たりの精皆勤手当と家族手当の合計額を記入して

ください。 

月 支 給 合 計 

③ 

労働者毎の特定する月の支給額合計となります。 

次の計算に基づく金額を記入してください。 

月支給額合計 ＝ 給与Ａ①【基本給（上段）＋ その他（下段）】 

＋ 給与Ｂ②【通勤手当（上段）＋ 精皆勤手当・家族手当（下段）】 

賞 与 等 
特定する期間に支給した賞与等の臨時給与があれば、その金額を記入してくださ

い。 

社 会 保 険 

の 加 入 

労働者毎に、受託者が適用を受けている健康保険及び雇用保険の加入状況につい

て、加入の場合は「○」を、未加入（国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入）

の場合「×」を記載してください。 
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なお、１週当たりの所定労働時間について、健康保険にあっては 30時間以上、雇

用保険にあっては 20時間以上であるにもかかわらず加入状況が「×」である場合は、

理由を「備考」の欄に記載してください。 

ただし、健康保険は１週当たりの所定労働時間が 30時間未満であっても、次の⑴

～ ⑸の要件を満たす場合は加入義務があるため、当該要件を満たすにもかかわらず

加入状況が「×」である場合は、理由を「備考」の欄に記載してください。 

⑴ １週当たりの所定労働時間が 20時間以上あること 

⑵ 雇用期間が２カ月を超えて見込まれること 

⑶ 賃金（最低賃金法で賃金に参入しないものに相当するもの（賞与、割増賃金、

通勤手当、精皆勤手当及び家族手当等）を除く。）の月額が 8.8万円以上である

こと 

⑷ 学生でないこと 

⑸ 厚生年金保険の被保険者数が常時 101人（令和６年 10月以降は 51人）以上で

あること、又は厚生年金保険の被保険者数が常時 100人（令和６年 10月以降は

50人）以下であって、労使合意を行っていること 

 
【記載例】 

 

 
 



　積 算 内 訳 書

　業　務　名　　　　　　　大谷地変電所事務室清掃業務

令和８年度

高速電車部電気課

札幌市交通局



内 訳 金 額 率

日常清掃

定期清掃

直接人件費

直接物品費

直接業務費

業務管理費

法定福利費の額

法定福利費を除く業務管理費

業務原価

一般管理費

委託料

その他業務分積算額（日常清掃）

管財部長が定める単価の積算金額（定期清掃）

その他業務分積算額（定期清掃）

委託料計

業務価格（委託料再計　※千円未満切捨て）

消費税及び地方消費税額 10%

積算価格

総 額


